
INFORMATION 消費税増税に伴う各種料金改定

令和元年10月１日㈫から自主運行バスの運賃が改定されます
照　会　企画政策課　☎０５３７�１１６１

【自主運行バス】…御前崎市内線・相良御前崎線・相良浜岡線
現行の運賃 増税後の運賃 備考

初乗り～２１０円まで 運賃改定なし ※初乗り運賃１７０円

２２０円～８００円まで ＋１０円 ※現行運賃に１０円を加算

　定期運賃についても、10月１日以降に
発売する定期券は、運賃改定後の運賃に
より計算されます。菊川浜岡線・掛川大
東浜岡線も同様に運賃が改定されます。
詳しくはしずてつジャストライン㈱まで
お問い合わせください。
▶静鉄バスコールセンター
　☎０５４（２５２）０５０５

低所得者の介護保険料が軽減されます
　照　会　高齢者支援課　☎０５３７�１１１８

　平成27年度から第１段階の低所得者向けに介護保険料の軽減措置がとられてきました。今回、消費税率の引き
上げに伴い、第２、第３段階の人に対しても軽減措置を適用します。本年度の介護保険料については、７月に65
歳以上の全ての人に本算定通知を郵送しましたのでご確認ください。なお、通知の年度表記は「平成31年度」となっ
ていますのでご留意ください。

所得段階 対象者 保険料率 保険料

第一段階

・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉
　年金を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合
　計所得金額と課税年金収入額の合計　 
  が80万円以下の人

増税前 基準額×０．４５ ２９，７００円

増税後 基準額×０．３７５ ２４，７００円

第二段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合
　計所得金額と課税年金収入額の合計
  が80万円を超え、120万円以下の人

増税前 基準額×０．７５ ４９，５００円

増税後 基準額×０．６２５ ４１，２００円

第三段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合
　計所得金額と課税年金収入額の合計 
  が120万円を超える人

増税前 基準額×０．７５ ４９，５００円

増税後 基準額×０．７２５ ４７，８００円
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